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●サイトの推奨環境について

当ウェブサイトを安全にご利用いただくためには、下記ブラウザを推奨いたします。

  推奨 OS     Windows

  推奨ブラウザ  Microsoft Edge （最新版）、Google Chrome （最新版）

推奨ブラウザ以下のバージョンを使用している場合は正常にシステムが動作しない可能性があります。

資料内の画像について

・画像の色の違いは検証用の画像を利用しているためです。

・画像が過去の画像となっている場合があり、表示された手数料金額等が現状と異なる場合も

あります。ご容赦ください。

・画像は予告なく変更する場合があります。



1

●特定機能を利用する法人の加入者

１．ログイン

HP のログイン画面にログイン ID とパスワードを入力してログインしてください。

※ログイン ID とパスワードについて、「基本操作マニュアル～特定機能 ID 新規加入編～」P10-12 参照くださ

い。

！ログインできない！

以前保存したＩＤやパスワード（＊＊＊＊＊＊等）が

入力されていたら、消去し、改めて入力を試してください。

ログインできない場合は HP の問い合わせフォームからご

連絡ください。
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２．トップページ

取得 ID によって、加入者メニュー（左側）の内容が変わります。

リンク にカーソルを合わせると表示

「ガイドライン」「基本操作マニュアル（操作編）」を

ダウンロードできます。

「申請処理の進捗状況」…各申請の進捗状況（処理完

了している申請受付日）が確認できます。

「よくあるご質問」・・・申請等に関する Q＆A です。

ご利用ください。

会社名：担当者名 にカーソルを合わせると表示

・会社情報

・ログイン情報変更

取得 ID の種別と ID の有効期限が表示されます

リンク 部分にある資料等と同一の資料です。

ご利用ください。
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加入者メニュー（講習会実施機関 ID の場合）

     

▽をクリックすると右項目が表示されます

▽をクリックすると右項目が表示されます

ご利用が多い申請や一覧はデフォルト表示

に変更しました

△クリックで非表示になります

●講習会等の計画時にご利用ください

・講習会実施機関 CPDS 学習プログラム一覧の「詳細」

⇒「参加人数（CPDS のユニット登録した人数）」や「学習

プログラム評価」の確認ができます。

・認定学習プログラム一覧の「詳細」

⇒他社主催含め CPDS で認定したプログラムの詳細が

確認できます（ホームページ掲載と同一）。

・CPDS 学習プログラム レビュー・意見一覧の「詳細」

⇒他社主催含め CPDS で認定したプログラムの評価の

確認ができます。

インターネット学習プログラム（WEB セミナー）を申請

する場合に使用します。

詳細は、ホームページの「インターネット学習プログラ

ムについて」資料を参照ください。



4

３．マイページ

（１）会社情報 ・・・登録内容の確認ができます。

○会社情報 ・・・ 登録情報を確認できます。「変更申請」から、登録された内容の「変更申請」ができます。

申請すると「変更申請」ボタンが「申請中」になります（続けての申請はできません）。

すぐには情報更新にはなりません。当会にて申請確認後に情報反映、更新となります。

変更申請受付通知、承認通知のメールを確認してください。

○申請者情報 →ID 担当者の情報です。「変更」から登録された内容の「変更」ができます。

入力し「確認」クリックで情報はすぐ更新されます。



5

（２）更新・別機能申請

更新申請 → 取得 ID を更新する （例：講習会実施機関 ID の場合）

ID 残高に更新手数料分の残高があれば、「更新申請」クリック で ID の更新申請ができます。

有効期限が切れる 3 か月前から更新申請できます。この場合、期限が切れる日から３年延長されます。

期限が切れてからも更新申請ができます。この場合、更新申請承認日から３年間延長されます。

※期限切れから３年、更新申請がない（放置）場合、ID 更新はできません。

更新・別機能申請の手数料は、申請者の ID 残高から引き落とします。申請を受け付け後、当会担当により

手続きを進めます。受付通知（メール）の FAX 送付は不要です。

残高不足の場合は、「更新申請」のボタンを押せません。 先に一括送金申請をしてください。

※講習会実施機関 ID を取得（有効期限切れ含む）の場合、社内研修 ID・社員 ID の新規申請はできません。
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別機能申請 → 取得 ID とは別の ID を追加申請

社内研修 ID 取得済で社員データ ID を追加新規申請、またはその逆のみ申請可能です。

※講習会実施機関 ID 取得済の企業団体は、社内研修 ID、社員データ ID の新規申請はできません。

※社内研修 ID・社員 ID 取得済の企業団体は、講習会実施機関 ID の新規申請はできません。

受付通知（メール） 例
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４．CPDS 一括送金

（１）一括送金申請

「申請手順」「規約」をクリックして内容をご確認ください。

\10 ～ \200,000（残高上限）

※10 円単位で申請してください。
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一括送金申請は申請中がある以下のメッセージが表示され、申請できません。

先の申請中分の手続きを進めていただくか、申請を取りやめ（削除）してください。

申請削除は「一括送金申請一覧」に進み該当申請の右側にある「削除」ボタンをクリックしてくださいＰ9 参照）。

申請が完了（承認）している場合は削除できません。

規約 同意がないと申請はできません。

送金票送付方法 ［FAX］送付する 選択 → 送金後に FAX 送付 または 送金票登録も可能

送金票登録 選択 → 送金票を［PDF、JPG］いずれかの形式で保存し、登録

希望金額  カンマは不要です。10 円未満は入力できません。

入力枠の右側の「申請可能金額」は特定機能 ID の上限 200,000 円から、現時点の ID 残高を差し引いた申請

請可能金額を表示。

入力いただくと、画面下部にある「確認」クリックできます。

画面右上にメッセージ表示 エラーの場合は修正して「確認」クリック

画面右上にメッセージ表示 画面下部「申請」クリック で 申請完了、メッセージが表示されます。

一括送金申請完了になると、「一括送金申請一覧」に画面が移動し、今行った申請が一覧に表示されます。

\10 ～ \200,000

※10 円単位で申請してください。
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（２）一括送金申請一覧

申請を確認してください。申請者宛に申請受付通知（メール）を送付します。メールを確認し手続きを進めてくだ

さい。

申請内容は修正できません。金額変更等修正したい場合は一覧の該当申請の右端にある「削除」クリックで

申請削除してから、申請し直しをしてください。

申請取り消しをする場合も、一覧の該当申請の右端にある「削除」クリック で申請削除してください。

送金票登録は P10～11 参照ください。

送金票とは？

銀行等で送金した後に発行される資料となります。

例：振込金受取書／ご利用明細書／振替払込請求兼受領証 等

以下の情報が記載されているものを JCM にご送付ください。

  ○ご送金名義

  ○ご送金日

  ○ご送金金額

  ○当会口座の別（ゆうちょ もしくは りそな BK）と口座名称

インターネットバンクをご利用の場合も同様の記載が確認できる画面を印刷してご送付く

ださい。 「入出金明細」では項目が不足していることが多くあります。「振込結果」等の画

面をご送付ください。

上記確認に必要な項目以外（口座残高等）は見えないように黒塗りしていただいても結

構です。
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申請受付通知確認 → 送金 → 送金票アップロード（または FAX 送付）

メール文を確認し手続きを進めてください。

複数名の一括送金申請があれば、申請金額を合算し、まとめてご送金いただくことも可能です。

申請時に FAX 送付選択でも

送金票アップロード可能です。

（ファイル形式は PDF または JPG）

メール受信から２週間の期限あり

送金票をＰＤＦ登録いただくと下記メール送付します

また申請承認ではありません。
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メールの URL 利用ではなく、「申請一覧」でも送金票控えのアップロードができます。

該当申請を確認し、送金票欄の「登録」ボタンをクリックしてアップロードしてください。

アップロードすると表示マークが変わります。

   

CPDS 担当により、着金確認後、一括送金申請 認定します。  → 申請手数料としてご利用いただけます。

CPDS 一括送金 認定通知

申請状態が「承認済」になります （削除できません）。

申請時に FAX 送付選択でも

送金票アップロード可能です。

（ファイル形式は PDF または JPG）

登録期限はありません。

送金票をＰＤＦ登録いただくと下記メール送付します
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（３）一括送金残高照会（ダウンロード）

一括送金の履歴や残高を確認することができます。 領収書（ダウンロード）は P13～参照ください。

・残高：現時点の残高（ご利用可能金額）

・申請金額：一括送金申請の申請中の金額が表示されます。金額をクリック→申請中があれば確認できます。

・引落予定金額：学習プログラム・履歴申請など、これから引落される予定の合計金額表示。金額をクリック→

申請の詳細確認できます。

・出金残高不足額：申請は承認済だが、一括送金残高不足のため保留になっている手数料の合計金額表示。

一括送金申請をしてください。  金額をクリック→申請の詳細確認ができます。
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（４）領収書（インボイス制度対応）について

CPDS ではインボイス制度に適した領収書を発行いたします。

一括送金残高から出金が確定した（消費）時点で領収書を発行いたします。

（2023/9/30 までの引落確定日分の領収書発行はしておりません。）

一括送金申請の入金分は、ご利用が確定していない（未消費）ので、領収書を発行することはできません。

取引先様の独自の様式に添った領収書発行対応はいたしませんのでご了承ください。

引落し（確定日）翌日から領収書データがダウンロード可能です。ダウンロードする方法は 2 種類あります。

・メールの URL からダウンロード →➊参照＞＞＞領収書がダウンロードできる URL から

・システムからダウンロード →➋参照＞＞＞CPDS システムにログインをして一括送金残高照会から

※➊➋とも１年以内ダウンロード可能です。

※掲載画像はサンプルのため、日付等が実際とは異なっている場合がございます。また、個人 ID の画面を利

用してマニュアルを作成しています。表示が会社 ID の画面と異なる場合がございます。ご了承ください。

➊メールの URL からダウンロード

一括送金残高照会にて引落（出金）が確定した確定日の翌日に登録のメールアドレス宛に、領収書がダウンロ

ードできる URL 付きの「一括送金領収書発行通知」が届きます。

（ホームページ画面からの CPDS 加入 CSV 申請のみ、ＩＤ登録完了日当日にダウンロード可）

URL からのダウンロードの有効期限は確定日から１年間となります。
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① メール文内の URL クリック → パスワード入力でダウンロード画面が表示されます。

② 右下の「ダウンロード」クリック

ダウンロードされたファイルはパソコンのダウンロードフォルダー等に保存されます。

保存先はご利用の PC により異なりますのでお問合せはご遠慮ください。

※このエラーが表示された場合は、金
額訂正等が発生し、新しいＵＲＬをメー
ル送信しています。
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➋システムからダウンロード

「一括送金残高照会（領収書ダウンロード）」にて引落（出金）が確定した確定日の翌日以降、CPDS システムに

ログインをして一括送金残高照会（領収書ダウンロード）の「領収書ダウンロード」ボタンから領収書を発行でき

ます。

① 「領収書ダウンロード」ボタンをクリック → ダウンロード画面が表示されます。

② 「確定日」→領収書発行希望の日付を選択→「ダウンロード」をクリック
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③ ブラウザ上で領収書が展開されます。保存、または印刷等を行ってください。

               

（領収書イメージ）

＜＜領収書ダウンロードのメモ＞＞

・出金内容について確定日単位での領収書の発行が可能です。

（複数日分をまとめて発行する事はできません）

・ダウンロードできるのは確定日（出金）の翌日以降から１年間となります（一部申請除く）。

・ダウンロード時点での出金情報で領収書は作成されます。

・発行済の領収書金額に変更が生じた場合、新しい領収書の URL を自動で送信、または領

収書破棄のお知らせをします。（次ページ参照ください）
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●●発行済の領収書金額に変更が生じた場合●●

発行済の領収書金額に変更が生じた場合、訂正当日に登録のメールアドレス宛に取消しをお知らせするメール

が送付されます。

領収書の摘要（領収案件）が複数あり、一部訂正があった場合は、金額訂正後の領収書がダウンロードできる

URL が記載された「一括送金領収書再発行通知」が送付されます。

領収書の摘要（領収案件）の全てが取り消しとなった場合、領収書の破棄をお願いするメールが送付されます。

（例）学習プログラム申請の申請区分・学習履歴区分を変更した（申請手数料の金額訂正が生じた）

2023/10/10

（1）「B2626892」の学習プログラム申請が認定され確定（代行 手数料 2200 円確定）

2023/10/11

（2）「2023/10/10」確定日分の領収書が発行される。

（3）「B2626892」申請の申請区分・学習履歴を変更（受講証明書発行 手数料 4400 円確定）

→ （2）の領収書の削除通知（申請取消のため、10/10 確定分は 0 円）

※同日、他の出金確定があれば、金額訂正の領収書発行

2023/10/12

（４）「2023/10/11」確定分の新しい領収書発行 （新発行番号になります）

領収証が訂正された、又は領収証破棄（領収金額 0 円）となった時には、メールでもお知らせをいたします。

  

訂正された領収書は、発行番号に枝番が足されます
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●講習会実施機関 ID

１．CPDS 学習プログラム申請

ガイドライン P32～35 に運営方法毎の説明を掲載しています。ご参照ください。

申請資料を PDF 登録される場合は、事前にご利用のＰC 上に PDF ファイルとして保存してください。

資料を FAX 送付される場合は、PC 上の保存は不要です。

FAX 送付よりも PDF ファイル登録のほうが優先処理されます。

各画面の移動は画面右下にある

「前へ」「次へ」「確認」等をクリックしてください。

＜申請審査着手の目安＞

プログラム申請は開催前申請をお願いしていま

す。余裕をもってご申請ください。

・申請資料をＰＤＦファイル添付している場合

⇒ 申請日の翌営業日に審査着手

・申請資料をＦＡＸ送付する場合

⇒ ＦＡＸ到着日の翌営業日に審査着手

●受講証明書ひな形 について

2026/04/01 以降申請受付分から、認定通知メール添付

と同一のプログラム情報印字済の受講証明書ひな形を、

申請一覧からダウンロードできるようになりました。（P30

参照ください）

2026/04/01 以降の申請で、受講証明書発行（本人確認

あり）で認定されたプログラムでは、お送りする受講証明

書ひな形を必ずご利用ください。

加入者メニューにある資料（ひな形）はメール添付の受講

証明書を受信できない場合のみご利用ください。
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承認されたプログラムの申請情報（一部）をコピーして申請できるようになりました。

「CPDS 学習プログラム申請一覧」に進み、コピーする申請（状態「承認」のみ）を確認。

「詳細」をクリックし画面右上「コピーして申請」をクリック

コピーされない項目は「②学習プログラム申請情報」画面の「開催日時」と「④学習プログラム資料登録」の

「資料」です。必ず入力、登録してください。    コピーされた項目の修正も可能です。

「⑤建設系 CPD 協議会」もコピーされます。「希望しない」場合は修正してください。

申請～申請完了までは、以下～を参照ください。

（１）申請区分：通常の学習プログラム申請をします の場合

「①申請方式」

申請区分を選択すると学習履歴部分が表示されます。

・「通常の学習プログラムを申請します」の場合、運営に沿った履歴を選択してください。

「申請区分」および「学習履歴」の詳細は P26～、ガイドライン P33～ 参照ください。

「他社の社内研修へ講師派遣」
「オンラインセミナー」は
Ｐ26-27 参照ください。
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「②学習プログラム申請情報」

必須項目（＊）を入力および選択してください。（項目にある（！）にカーソルを合わせると説明が表示されます）

分類とユニット数：内容によって、３つの分類に分けることが可能ですが、できるだけ、１つにまとめてください。

・A 分類（必須） 選択 クリックで表示されるコード表から選択 （申請内容に近い分野分類を選択）

選択された A 分類によって、「形態コード 101 に関する分野（１分野、２分野）」が決定します。
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・形態コード（必須） 選択クリックで表示されるコード表から選択

CPDS 学習プログラム 欄記載のプログラム形態を確認し選択してください。

・受講時間または件数（a） 対象となる時間を入力（３０分以上切り上げ、３０分未満切り捨て）

※申請審査時に、ご入力いただいた項目について、修正が必要な場合は管理者により修正します。

「③学習プログラム詳細情報」

必須項目（＊）を入力してください。

「講習会問い合わせ先」は認定プログラムになると、ホームページ上の認定プログラム一覧で公開されます。

入力必須ではありません。
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「④学習プログラム資料登録」

あらかじめご利用の PC 上に申請資料を PDF ファイル保存してください。

FAX 送付よりも PDF ファイル登録の方が優先処理されます。

FAX で送付  有 → 申請後の受付通知（メール）とともに申請資料をＦＡＸ送付してください。

FAX で送付  無 → 資料登録 から PDF 登録必須 「アップロード」クリック、5 点登録可能、ファイルサイズ

の上限は 1 点２MB です。
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「⑤建設系 CPD 協議会」

掲載希望 → 希望しない → 「⑥料金情報」へ（次ページ）

掲載希望 → 掲載希望  → 入力画面が開きます。

前画面で入力された内容が一部反映します。必須項目（＊）である「プログラムの目標」をご入力ください。

必須項目以外は任意でご入力ください。機種依存文字は登録できないため使用しないでください。

申請審査時に修正変更があれば、その情報が反映されます。

認定プログラムになるとプログラム情報を建設系 CPD 協議会ホームページへ掲載することができます。

掲載手数料 3,300 円が別途必要です。



24

「⑥料金情報」

前の画面をそれぞれ入力し、「次へ」で ⑥料金情報 まで進むと、申請者の ID 残高を表示します。

（確認～申請まで）

右下にある「確認」クリックとメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると「①申請方法」画面に移動します。

「①申請方法」～「⑤建設系 CPD 協議会」の各画面を確認し、修正があれば、右下の「修正」をクリックして修

正入力してください。

修正すると、「「⑥料金情報」画面で再度「確認」クリック、「①～⑤」の画面確認してください。

修正なく、「⑥料金情報」に戻ると、申請手数料が計算され「承認に必要な料金」欄に手数料金額が表示されま

す。

右下の 「申請」クリック で申請完了です。

「状態」  申請 ID の残高が不足している場合・・・一括送金申請の案内が表示されます（次ページ

申請時には、ＩＤ残高不足の状態でも申請可能ですが、申請承認時に不足していると「保留（残高不足）」になり

ます。 プログラム申請後、または、申請の保留メールを確認し一括送金申請をしてください。

一括送金申請はＰ7～参照ください。
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「CPDS 登録講師登録」は任意です。

申請完了の際、ID 残高が不足している場合の表示

ここから一括送金申請ができます。 あとで申請することも可能です。
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（２）申請区分：通常の学習プログラム申請をします 学習履歴：受講証明書発行（本人確認あり） の場合

□「受講証明書配布時に本人確認をします」にチェックを入れるとメッセージが表示されます。

※2026 年４月１日以降申請では、認定通知メールでお送りする指定の受講証明書ひな形を必須でご使用いた

だきます。  申請一覧にある該当申請の「詳細」で受講証明書ひな形をダウンロードできます（P30 参照）。

※本人確認にチェックを入れない場合の申請でも、認定通知メールで受講証明書ひな形をお送りします。ご利

用ください。  申請一覧にある該当申請の「詳細」で受講証明書ひな形をダウンロードできます。

以降の入力画面は P20～25 を参照ください。

（３）申請区分：他社の社内研修へ講師派遣し、受講者の学習プログラム申請をします の場合

自動で「学習履歴を代行して行います。」にチェックが入ります。

学習履歴の申請は全て主催者に行っていただきます。 受講証明書発行は選択できません。

・受講証明書は指定のひな形を使用して、受講者名、プログラム番号を印字したものを発行します。（手書き不可）
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以降の入力画面は P20～25 を参照ください。

（４）申請区分：オンライン の場合

「実施規定」が表示されます。お読みいただき、「同意する」をクリックしてください。

「同意する」クリックすると自動で「学習履歴を代行して行います。」にチェックが入ります。

学習履歴の申請は全て主催者に行っていただきます。 受講証明書発行は選択できません。

以降の入力画面は P20～25 を参照ください。
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２．ＣＰＤＳ学習プログラム申請一覧

申請状況の確認ができます。（申請中・保留・承認）

（１）申請審査時（申請中、審査中）のタイムライン確認、資料登録等

CPDS からの申請審査時のタイムライン確認、資料登録等は一覧内の該当申請「詳細」から行います。

申請審査の際、CPDS の審査担当から申請に関する問い合わせ、資料再登録依頼等は「タイムライン」により

ご案内いたします。タイムライン発信は、申請者宛メールにより「タイムライン通知」を送ります。

プログラム情報

が表示されます

タイムライン クリックで内容確認できます。

資料登録 クリックで資料登録できます。

ボタン 非活性の場合は登録できません。

プログラム情報 表示

通常申請受付（資料 PDF 登録分）を

申請者側で至急申請に変更すること

が可能になりました。

通常申請でも翌営業日に審査着手い

たしますので、詳細ご案内は省略い

たします。
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（２）申請審査完了後

申請審査が完了し、承認の場合、「認定通知」（メール）が届きます。

残念ながら審査結果が非承認となった場合、「CPDS 学習プログラム申請 通知」（メール）と、認定されなかった理由を示した   

タイムライン通知が届きます。

一覧の「状態」欄には「承認（プログラム番号）」「非承認」が表示されます。

認定通知の内容は、申請区分によって変わります。

（通知 例 抜粋）

受講証明書発行

代行申請

社内研修講師派遣は（５）の対応も必須
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認定後の申請毎の「詳細」画面（一例）

・受講証明書発行の場合

認定通知添付と同じ「受講証明書ひな形」をダウンロードできます。

・受講証明書発行（本人確認あり）の場合

認定通知添付と同じ「受講証明書ひな形」をダウンロードできます。

開催後に「参加者名簿登録」が必須です。

受講証明書ひな形に

印字される情報
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・オンラインセミナー 代行の場合

プログラム名称には【オンラインセミナー】が付きます。

開催後に「学習履歴申請者登録」「スクリーンショット登録」が必須です。

・社内研修講師派遣 代行の場合

開催後に「学習履歴申請者登録」「研修写真登録」が必須です。

オンライン開催の場合「研修写真 3 点」の代わりに「スクリーンショット 3 点」を JPＥＧ形式で登録してください。

開催後の各手続きは次ページ以降を参照ください。
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（３）認定プログラムの開催後の各手続きについて

認定プログラム開催後の「参加者名簿」の登録（受講証明書発行・本人確認あり）、「スクリーンショット」の登録

（オンラインセミナー）、「写真」の登録（社内研修への講師派遣）、受講者のユニット登録代行（代行、オンライン

セミナー等）はここから行います。

プログラム情報が表示されます

プログラム

情報が表示

されます

登録内容によって表示される ボタン が異なります。

・学習履歴申請者登録→ 代行申請認定のプログラム

（代行、社内研修講師派遣、オンラインセミナー）

・参加者名簿登録→ 通常プログラム（受講証明書発行）

  （本人確認ありは必須、PDF）

・スクリーンショット登録→ オンラインセミナー（PDF）

・研修写真登録→ 社内研修講師派遣（JPG）
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・学習履歴代行申請者登録

「直接入力」「CSV 入力」「カードリーダ入力」「QR コード入力」の 4 つの方法があります。

○2023 年度まで、代行申請（ユニット登録）は作業と同時に自動でユニット登録され、受講者宛に自動配信で

ユニット登録に関するメールを発信しておりましたが、2024 年度からは、以下の通り変更しています。

受講履歴（ユニット登録）の代行申請をしていただくと、いったん学習履歴申請者のユニット登録は「申請中」と

なります。その後、当会で確認作業（ＣＰＤＳ登録番号・氏名照合）を行い、問題がなければユニット登録（承認）

をします（自動承認ではありません）。ユニット登録承認になると、主催者と受講者の両者に自動配信でユニット

登録に関する通知メールを発信いたします。

確認作業のため、代行申請作業のあと、 ユニット登録まで 1～3 営業日程度のお時間をいただきます。

オンラインセミナーは受講履歴（ユニット登録）の代行申請と同時にスクリーンショット登録がない場合、また社

内研修講師派遣は代行申請と同時に３点の写真登録がない場合、登録いただくまで保留になります。

受講者とスクリーンショットの照合作業は、ユニット登録（承認）後に実施するため、万一、スクリーンショットに

不備不足があった場合は、ユニット登録後であってもユニット取消等の対応をいたします。スクリーンショットの

不備不足がないよう、ご注意いただきますようお願いいたします。

代行申請をされるプログラム、受講者の取り違いにはご注意ください。

○「学習履歴申請者登録」は開催日から 1 年以内であれば、繰り返し申請（追加登録）することが可能です。

開催日当日、受講者が CPDS 未加入者であっても、1 年以内に CPDS 加入し、主催者にユニット登録希望の

連絡があれば、申請期間内に申請（追加登録）をお願いいたします。

○代行申請済の受講者を再度申請しても登録できません（重複登録の制御をします）。

（直接入力）  受講者の登録番号と氏名（認証区分で選択した漢字またはカタカナ）を入力して「認証」

一人ずつの申請です。



34

認証結果に「OK」が表示されたら、「申請」

認証結果に「CPDS 番号と氏名が一致しません」表示が出た場合は申請を取りやめ、「削除」

番号と氏名を確認して改めて申請ください。

登録番号が失効していると画面右上にメッセージが表示されます。申請はできません。

受講者に「番号が失効していためユニット登録できない」ことを伝えてください。

（CSV 入力） 「テンプート兼サンプル」を出力し、受講者のデータを作成、CSV ファイル保存。

※ファイルの種類「CSV（コンマ区切り）（.csv）」 （QR コード入力とはファイルの種類が異なります）
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テンプレート兼サンプルを出力

作成保存したファイルを「CSV 入力」からアップロード。

CPDS 番号と氏名一致で申請できます。不一致の場合はメッセージ表示され申請ができません。

「削除」クリックで外し、「認証に成功」した受講者のみ申請してください。
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（カードリーダ入力）・・・カードリーダで読み取った受講者の CPDS 技術者証データを CSV ファイルで保存

→入力

※ファイルの種類「CSV（コンマ区切り）（.csv）」 （QR コード入力とはファイルの種類が異なります）

CPDS 番号が失効の場合や、ＣＰＤＳ番号と氏名が一致しないと申請できません。

（QR コード CSV 入力）・・・QR コードをリーダーで読み取った受講者のデータを CSV ファイルで保存→入力

※ファイルの種類「CSV UTF-8（コンマ区切り）（.csv）」 （CSV 入力・カードリーダ入力とはファイルの種類が異なり

ます）
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QR コードを読み取ったサンプル画像

認証結果が「認証に成功しました」以外は、「削除」してください。

「削除」をしない場合でも、「入力」クリックで自動削除となり、申請できません。

QR コード入力
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＜＜代行申請をした受講者の確認＞＞

該当申請の「詳細」をクリック

画面中ほどにある「学習履歴」欄の人数が、代行申請をした受講者数です。

「申請者一覧」クリックで、各受講者の申請状態（承認、申請中、保留料金不足）の確認ができます。

・スクリーンショット登録・・・受講者のモニター画面のスクリーンショットをＰＤＦ資料登録してください。

受講者の代行申請と同時に作業してください。

認定ユニット数によって、登録いただく点数が異なります。プログラム認定時にタイムラインで案内しています。

２ユニットまで… 講習内半ばの受講者全員が確認できるスクリーンショット１点

３ユニット以上…講習始め、半ば、終わりの受講者全員が確認できるスクリーンショット３点

氏名が表示されます

！注意！

「登録」ボタンは資料

すべてをアップロード

した後にクリックしてく

ださい。

クリックすると追加登

録はできません。
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・研修写真登録・・・開始直後２０分以内、半ば、終了間近２０分以内の講習の様子を撮影した写真（ＪＰＧ形式）

３点を登録してください。

※社内研修への講師派遣のプログラムをオンラインで実施した場合、開始直後２０分以内、半ば、終了間近２

０分以内の受講者のモニター画面のスクリーンショットを写真データとして登録してください。

モニター画面が複数になる場合は、研修写真として一部登録し、残りは PDF 資料として「資料登録」してくださ

い。

・参加者名簿登録・・・「受講証明書発行（本人確認あり）」で認定されたプログラム申請では、登録は必須です。

PDF ファイル登録してください。

ファイルアップロード画面は共通画面です。

！注意！

「登録」ボタンは資料

すべてをアップロード

した後にクリックしてく

ださい。

クリックすると追加登

録はできません。

資料等の登録をしていただきま

すと、CPDS 審査担当により、

確認作業を行います。

当会で確認させていただきたい

事項がある場合は、タイムライ

ン機能を利用してご連絡いたし

ます。


